
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは会社回答に納得できない！ 

2024/3/18 No.22 

ＪＲ東労組青年部 
（東日本旅客鉄道労働組合青年部） 

発行責任者 宮下 洋介 

申 15 号「2024 年度賃金引上げ等に関する申し入れ」 

申 16 号「2024 年度夏季手当等に関する申し入れ」 

Ｐｏｉｎｔ 

団体交渉での特徴点を振り返り、問題点を考えていこう！ 

 2024年 3月 8日、申 15号「2024年度賃金引上げ等に関する申し入れ」と申 16号「2024

年度夏季手当等に関する申し入れ」について、会社から回答が示されました。定期昇給は昇給係数

4 での実施が示されましたが、ベースアップは、所定昇給額と同一の額＋4,000 円という回答で

あり、係職 1 等級と主幹職 A の間で、最大 2,600 円の格差が生じることとなってしまいます。ま

た、夏季手当についても「基準内賃金の 2.7 ヶ月分」という回答であり、昨年の 2.5 ヶ月+5 万円

（実質 2.65 ヶ月相当）と照らし合わせても、わずか 0.05 ヶ月分上回るのみというものでした。こ

の回答を受け、青年部員からは「経営視点ばかりで私たちのことを考えているとは思えない」「物価

上昇は誰もが苦しいのに、なぜ役職の高い管理者ばかり優遇されるのか」「融合と連携で何役も担

っている。過去最高の働き度に見合っていない」「夏季手当の『2.83 ヶ月相当』という示し方は納得

できない。数字のマジックで社員を騙すな！」など、不満と怒りの声が多く出されています。 

 これらの職場からの声を受け、JR東労組は 3月 15日に、申 19号「過去最高の働き度と職責を

超えて奮闘する職場の努力に報いるベースアップの実施と、夏季手当の支給を求める緊急再申し入

れ」を会社に提出しました。 

 申 15号、16号の団体交渉の中では、業績に対する考え 

方や、過去最高と言える私たちの働き度について、各職場 

で発生している要員不足をどう捉えているか等、会社の経 

営姿勢があらわとなった部分があります。団体交渉の特徴 

点を振り返りながら、会社の経営姿勢について認識を合わ 

せていきましょう。 

※回答の詳細は、業務部速報 No.75とNo.76を 

ご参照ください。 

申 19号「過去最高の働き度と職責を超えて奮闘

する職場の努力に報いるベースアップの実施と、

夏季手当の支給を求める」緊急再申し入れ」提出！ 

 
業務部速報 No.77も 

チェックしよう！ 


